
麻薬事故届
※引き続き管轄の保健所（部）でも

書面による申請を受け付けています。

麻薬事故届とは

麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者は所有又は管理す
る麻薬につき、滅失、盗取、所在不明、その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬
の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするための必要な事項を大分県知事に届け
出なければなりません。（麻薬及び向精神薬取締法第３５条）



入力について
ログインして、申請を実施して下さい。

※アカウントをお持ちでない場合は、 アカウントの作成から始まります。

1. 「利用規約に同意する」を確認し、
チェックを入れて下さい。

2. 「申請に進む」をクリック。



麻薬小売業者の場合、法人、個人の該当
する方を選択してください。

麻薬管理者（麻薬診療施設に麻薬施用者
が１人の場合は麻薬施用者）、麻薬研究者
は個人を選択してください。



指示に従い麻薬免許に記載されてある麻
薬取扱者の情報を入力してください。



申請方法を選択してください。

「直接麻薬事故の詳細を入力して届出する。」を選択した場合

麻薬業務所の所在地・名称を入
力してください。



事故にあった麻薬の品名・数量について入
力してください。

※品名を正確に入力すること。（規格に注意）

※単位も含めて入力すること（○包、○錠、○Ａ、○Ｖなど）

「直接麻薬事故の詳細を入力して届出する。」を選択した場合

事故内容を詳細に入力してください。



「麻薬事故届のPDF、ワードファイル等を添付して届出する。」を選択した場合

ワード、ＰＤＦ等で麻薬事故届
を「ファイルを選択」をクリック
して添付してください。



その他添付書類がある場合には「ファイルを選択」をクリックして添付
してください。



申請内容に間違いがないか確認し、
問題なければ「この内容で申請する」
をクリックして申請完了です。


